
 

岡山市建設工事最低制限価格の設定に関する要綱 

令和４年３月２９日財政局長決裁 

令和４年４月１日適用 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，岡山市が発注する建設工事（建設業法（昭和２４年法律第１００

号）第２条第１項に規定する建設工事をいう。以下「工事」という。）に係る競争入札

において，地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」という。）第１６

７条の１０第２項及び令第１６７条の１３において準用する令第１６７条の１０第２項

の規定に基づき，最低制限価格を設定するに当たり，必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 許容価格  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条第３項に規定する予

定価格のことをいい，消費税及び地方消費税相当額を含んだものをいう。 

(2) 税抜き許容価格  許容価格から消費税及び地方消費税相当額を除いたものをいう。 

(3) 対象工事  最低制限価格設定の対象となる工事として次条に掲げるものをいう。 

（対象工事） 

第３条 対象工事は，次に掲げる工事とする。 

(1) 許容価格１億円未満の工事 

(2) 市長が特に必要があると認めた工事 

（最低制限価格の決定方法） 

第４条 最低制限価格は，対象工事の許容価格算出の基礎となった第１号から第４号まで

に掲げる額の合計額（小数点以下の端数を切り捨てた額とする。ただし，当該合計額が

税抜き設計金額の１００分の７５未満の場合は，税抜き設計金額に１００分の７５を乗

じて得た額，当該合計額が税抜き設計金額の１００分の９２以上の場合は，税抜き設計

金額に１００分の９２を乗じて得た額。（いずれも小数点以下の端数を切り捨てた

額））に，第５号に規定する算式により得られた数値を乗じて得た額（小数点以下の端

数を切り捨てた額とする。）とする。 



(1) 直接工事費の額に１００分の９７を乗じて得た額 

(2) 共通仮設費の額に１００分の９０を乗じて得た額 

(3) 現場管理費の額に１００分の９０を乗じて得た額 

(4) 一般管理費等の額に１００分の６８を乗じて得た額 

(5) １＋（０．００１２×Ｘ＋０．０００１２×Ｙ）×Ｚ  Ｘ，Ｙ及びＺは入札時に

システムから発生させた数値とする。 

２ 再入札が行われる場合の最低制限価格は，１回目の入札で決定された最低制限価格と

同じ金額とする。 

３ 金入り設計書に誤りがあった場合は，建設工事の積算疑義申立手続に関する要綱第１

１条第１項第２号の規定により，設計金額及び最低制限価格を修正する。 

（最低制限価格の公表） 

第５条 最低制限価格は，当該入札における落札者が決定した日からインターネット上の

市のホームページに掲載することにより，一般の閲覧に供するものとする。 

附 則（平成２５年３月２２日財政局長決裁） 

この要綱は，平成２５年４月１日以後に公告する工事から適用する。 

附 則（平成２５年６月２８日財政局長決裁） 

この要綱は，平成２５年８月１日以後に公告する工事から適用する。 

附 則（平成２７年３月２３日財政局長決裁） 

この要綱は，平成２７年４月１日以後に公告する工事から適用する。 

附 則（平成２８年６月１６日財政局長決裁） 

この要綱は，平成２８年７月１日以後に公告する工事から適用する。 

附 則（平成２９年６月５日財政局長決裁） 

この要綱は，平成２９年７月１日以後に公告する工事から適用する。 

附 則（令和元年５月３０日財政局長決裁） 

この要綱は，令和元年７月１日以後に公告する工事から適用する。 

附 則（令和４年３月２９日財政局長決裁） 

この要綱は，令和４年４月１日以後に公告する工事から適用する。 


